
申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間等 新旧対照表 

改正後 改正前 

条例第５条第１項第２号イ審査基準 

（市街化調整区域に長期居住する者の親族のための自己用住宅） 

  

１ 開発行為を行う者 

  開発行為を行う者は、社会通念に照らし、新たに自己の  

 居住のための住宅を建築することが相当と認められる者で 

 あって、伊奈町又は隣接する市の市街化調整区域に、自己 

 の親族が２０年以上居住し、かつ、現在、伊奈町又は隣接 

 する市の市街化調整区域に居住する親族を有する者 

  

２ 開発区域 

  開発区域の土地は、既存の集落に存する土地であって、 

 次のいずれかに該当するものであること。 

（１）開発行為を行う者が所有している土地 

（２）開発行為を行う者の親族が所有している土地 

  

３ 予定建築物 

  予定建築物の用途は、自己の居住の用に供する専用住宅 
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が行う地域密着型サービスを提供する施設（ただし、伊奈町の住 

 


